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■　。 イギリスのスポーツ政策②
一その歴史と理念一

内海和雄

　本報告は、昨年のをより精緻にしたものである。

しかし、未だ途中経過であり、その経過の水準と

今後の課題を提起したい。

　1，イギリススポーツ政策研究

　ここで言うスポーツ政策とは、政党、行政、運

動、企業等の推進するスポーツ施策を総称して使

用するが、重点は前二者である。

　1．スポーツ政策研究の潮流

　イギリスにおけるスポーツ政策は1960年以降と

するのが一般的である。そしてスポーツ政策研究

は1970年代後半に始まった。福祉国家が諸問題を

内包しつつある中で、そして特に1980年代のサッ

チャーリズムによる公共責任の後退＝商業主義の

重点化による公共の危機に由来し、論点の中心は

public，private（commercia1）そしてイギリスの伝

統であるvoluntaryの三者の関連、その中でも公

共（public）の位置付けが問題とされてきている。

　研究潮流の把握は今後の課題である。

　2．スポーツ政策研究誕生の背景

　スポーツ政策研究が生まれてくる背景には次の

ような要因が考えられる。

　①一般的スポーツ動向の高揚により、スポーツ

政策としての課題が大きくなってきたこと。

　②それは特に1974年の歴史的な自治体再編によ

り、自治体レベルでの政策能力が大きく問われ始

めたこと。

　③その中でも、政策と同時にスポーツ・レジャ

ーマネージメント研究との関連が大きいこと。

　④サッチャー政権以降の民営化路線により、60

年代以降進めてきた、福祉政策としてのpubl　icの

責任がcom皿ercia1へ比重を移す政策の根本的な転

換の中で、政策理念が問われ始めたこと。

　⑤Sports　CouncHの政策の複雑化。社会的弱者

の救済、あるいは都市問題対策も含めたスポーツ

政策のきめ細かさがより必要とされていること。

　H．スポーツ政策史

　詳述は避け、概略と今後重点的に深めるべき課

題を示す。

　（1）1960年までは、voiuntaryとcommercial

sectorによるスポーツが中心であり、公共機関に

よる援助は極めて乏しいものであった。そして、

1960年まで大競技会は別として、レジャーや国民

一般のスポーツに関する記録は殆どない（文献9一

頁76、以下引用は同様の形式による）。

　（2）1960年以降、スポーツ分野でも国家貴任の

一般化が進んだ。これは、福祉国家論との関わり

が大きい。その背景に西欧における同様の動向が、

むしろ先行していた。この時期における今後の研

究の重点は、Wo正fenden　Reportの青年政策とスポ

ーツ政策との関連である。また、これまでのアマ

チュアリズム（個人主義）の胎内（CCPR）から、

こうした公共的施策の論点が出てきた背景は、当

時の福祉国家政策の段階と、関連する。The　Arts

Counci1などとの関わりでの分析が必要である。

また、58年以降の労働党、保守党のスポーツ政策

とその背景の理念の検証も必須である。
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　（3）70年代はオイルショック等があったが、資

本主義全体が急成長を遂げた時期でもあり、イギ

リスも例外ではない。1970年代中頃に社会事業・

福祉としての、公共機関責任によるスポーツは、

思想としても政策（行政）としてもその頂点に立

った。1974年の自治体再編はその強力な背景をな

した。　「ヨーロッパ・みんなのためのスポーツ憲

章」（1975）とユネスコ：r体育・スポーツ国際憲

章」（1978）との関わりも含め、イギリスにおける

「スポーツ権」の深まりを実証する必要がある。

　Advlsory　Sports　CouncHは当初教育科学省（D

ES）に、閣外スポーツ大臣（Minister　of　Sport）を

もって発足したが、1969年に住宅・地方行政省（M

HLG）移管した。そしてそれは、運輸省、建設省を

統合して1970年に、環境省、イングランドにおけ

る総合的内政省として発足した（巻末文献番号34一

頁176，以下同様）。　70年代のThe　Sports　Counci1

における施設建設の急激な進展は、この環境省内

において、内需拡大策と結合して進められた。19

68年のPlannin　for　s　ortsがどの様に具体化さ

れていったのか、今後実証する必要がある。

　また、スポーツ政策の中心にThe　Sports　Counc

i　lの分析が中軸を占めるであろう。

　（4）1980年以降、マネタリズムのもとでの国家

責任が縮小され、スタグフレーション（失業と物

価上昇の同時進行）のもと、社会保障費は保守主

義者の意図とは反してむしろ拡大してきた。その

一方で、資本依存も進行した。スポーツ政策にお

いては、特に都市部における社会対策的な政策を

含みながらも、大きく進展した。と同時に、スポ

ーツ政策におけるpubhc，voiu黙tary，commercia1

の3セクターが出揃い、拮抗する。これでスポー

ツ政策における責任主体の問題が大きくクローズ

アップし、スポーツ政策研究の必要性を増した。

85年以降のThe　Sports　Counci1によるスポーツ団

体への補助金制度の改変（3～5年計画の査定）

はスポーツ団体へのr統制」との意見もある。80

年代は、サッチャーリズムのr小さな政府」に反

して、特にスポーツではますます政府の介在（補

助金と統制）が強くなってきている。ここに理論

問題が内包されている。もちろんそれはr社会統

制」としての側面を持ちながらも、スポーツの公

共性public　sphere，public　policy，pubhc　secto

r（13－224，5）がますます顕現している側面とし

ても見ることができる。

　（5）1990年代は、80年代を引き継ぎながら、そ

の中でも自治体の民営化が進められている。ここ

での矛盾点が少しずつ出始めている。今後状況把

握が必要である。

　★以下の項目は歴史研究として、今後各論とし

て深めねばならない。

　　＊Wolfenden　Com皿itteeの全面的な解明

　　＊スポーツ界（CCPR）の動向

　　＊政党のスポーツ政策

　　＊The　Sports　Councl1の全面的な解明（特に

　　行政的位置について）

　皿．スポーツ政策の構造

　1．国と自治体の関連

　①行政機構におけるレジャー関連機構’

　関連は以下のルートによる。中央政府の役割は

全体の計画や諸資源の活用、そして補助である（2

0－67）。イギリスの行政における国と地方の分担

の明確化の把握が前提となる。

　・法令legislation／・回状circulars／・大企

画の過程皿ajor　plaming　procedures／・財政的

コントール過程financlal　control　procedure／

・諸人材の非公式な接触1nfomal　contacts

betweenofficers，min1stersandmembers／・研

究と実践studiesandexperiments／・政府部門

のリージョナル機関regional　offlces　of

govem皿ent　departments／・政府監督者、助言者

govemmentinspectoratesandadvisors／・準

政府機関quasi－govem皿ent　bodies／・地方自治

体協会10cal　authority　associations。

　②スポーツ行政構造

　Regional　councilは施設提供における最も重要

な位置にいる。

　財政のしくみはThe　Sports　CouncnとLocal　Au

thorities、その他、スポーツ政策に関する財政
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のしくみの把握をする。財政の年次変化の把握も

同様。

　2．スポーッ関連法

　関連法は以下のとおり。

・Museu皿s　and　Gy皿naslu皿Act1891（以下20－

　110～）

・PublicHealthAct（AmendmentAct）1907

。Educat　i　on　Act　1921

●Publ　ic　Heal　th　Act　1925

・PhysicalTrainingandRecreationAct1937

　（地方自治体ヘスポーツ用の土地、施設の建設

　の権限を与えた。競技団体への補助金の支給）

・Education　Act1944（section53：学校教育とし

　ての体育施設の設置を設ける自治体の行政貴任）

・Physica1TrainingandRecreationActl958

　（1937年法のもとで、voluntary　organisation

　に10ansを与える）。

・LocalGovemment（MiscellaneousProvision）

　Act1976（レク施設建設に関する権限を集中し

　た。19条は1937年法の中心である3，4条をこち

　らに移行した）。

・LocalGovernmentandpianning（Scotland）Act

　1982（以下、23－219、施設建設を自治体に義務

　（duty）付けているが、細かいところでは曖昧さ

　もあるようである。Nothem　Irlandでも同じ。

　この法律はdutyであるが、あとの大半はpemis

　sive　powerである）。

・Local　Govemment　Finance　Act1988（スポー

　ツ団体の税軽減導入、非営利クラブの地方税

　（rates）100％，他は80％）。

・Local　Gover皿ent　Act1988（一部の例外を除

　いて、自治体業務を競争入札にかける）。これ

　までは、1937年法だけしか見えなかったが、こ

　うしてスポーツ関連法がすこしづつ見えてきた。

　この他、レジャー関連法も含めれば、かなりの

スポーツ法体系が描けるであろう。今後の課題と

しては、次の文献を参考にしながら、この法体系

を把握する。

　・Tumer，J。Nevme，Jenkins，Charles（ed），迦

rt　and　the　law，Procee〔iings　of　a　Conference

heldattheUniversltyofBirmingham，Faculy

oflaw，Departmentofphysicaleducation，The

universityofBimingham，July1978．

　・Grayson，Edward，Sortandthelaw，Sunday

telegraph　publ　ication，1978．

　・Scott，Michae1，一
serv　i　ces，Sweet　＆　Maxewe正1，London，　1985．

　●Grayson，Edward，S　ort　and　the　law，Butter－

worths，London，1988。

　・Foster，Ken，’Developmentsinsporting

law’，一，editedby川ison，Lincoln，HanchesterUniversityPr

ess，1993．

　3．スポーツ関係税

　関連する税制は以下のとおり。

　・income　tax（所得税）／・corporation　tax

（法人税）／・valuation　added　tax（付加価値

税）／・capltal　gains　tax／・develop皿ent

且and　tax／．customs　and　excise　duties　e，9．on

gamblln9，alchoholandtobacco／・iocaigove

rnment　taX　i．e．　rateS。

　4．地方自治体のスポーツ政策

　次の5も含め今後のケーススタディを目指す。

　5．スポーツクラブ

　クラブの収入源（10－42）：242goveming　bodies

（Income）／fromgovemment20％、Sponsor

donation　11％、　Governing　bodies　themselves

皿enbersh　i　p　fees，events　　70％。

　6．Public，Voluntary，Co皿皿ercialの関連

　（1）1981年のsports　for　aHの財政

　for　al155％、el　ite（minorlty）45％。自治体が

前者の補足をしている。後者は少数にも拘らず、

大きな財源を食っている。この意味で、el　itis皿

となっている。

　（2）企業のスポーツヘの関連形態

　スポーツ産業（施設、企画、）

　スポンサーシップ（1971～1983）図（8－141）

　職場スポーツの提供

W．スポーツ政策の理念
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　1．概括
　①スポーツ政策研究は1970年代後半以降である。

イギリスのスポーツ政策の変遷と思想をみると、

1960年までは強固なアマチュアリズムに基づく個

人主義が主流であった。しかし1960年のWolfende

n　Report等以降は公共性論がその基調にあったと

考えられる（大衆化、高度化の両面で）。

　②スポーツにおける自治はThe　Sports　Comci1

それ自体の性格が示すように、公共性（ここでは

国家の介在）を強めながらも、かなり維持した。

　2，福祉国家論と福祉政策

　「社会を国家に、逆に、国家を社会に、媒介す

る公共性の歴史的変化は、社会と国家との変化、

および、社会と国家との関連形態の変化の前提で

あり結論でもある、と考えることができる。換言

すれば、市民権の生成と変質を公共性の史的発展

として捉えうるのは、市民権の変質が社会と国家、

および、両者の関連形態の変質を構造的に凝縮し

ているからである。自由権からの社会権の派生と

その包摂一本章は社会権の市民権的包摂とよんで

いる一は、自由主義国家の福祉国家への転換を映

し出す鏡である」（18－38）。「いうまでもなく福

祉国家は広範な領域を包摂する概念である。イギ

リスの研究史上の慣例では、狭義の社会保障のほ

かに、すくなくとも、公教育、医療保健、身体障

害者政策、住宅政策、文化・スポーツ施設を含む

都市・生活環境政策などを包含するといってよい」

（18－283）。イギリス戦後福祉国家の変遷は以下の

とおり　（18－82）。

・福祉国家確立期　1949年代／・福祉国家膨脹

（変容）期　1950～1975年／・福祉国家再編期

1975～。

　福祉国家は市場原理と計画的平等主義との妥協

的形態（ウエッダーバーン、18－85）であり、政

治地図が在り方を決める。前者の腐敗作用から守

るには不断の大衆闘争が必要とする意見もある。

　福祉国家の諸形態（欧米五か国配置18－111、図）

とイギリスの位置。

　r国家の義務」論は裏側からみれば、市民の

「生存権」思想への接近に他ならない。　r福祉爆

発期である1960年から75年にかけてイギリスはま

すます先頭集団に水をあけられた。この15年間に

ヨーロッパ13か国平均値は11．4％から21．2％へ倍

増近く比率を高めたが、イギリスは1L　O％から16．

2％へL5倍増にとどまった。いまやヨーロッパ基

準では、イギリス福祉国家は第三集団に所属する

といってよい」（18－337）。

　3．財政と福祉国家の形態

　さて、財政から判断すれば、現代資本主義は次

の三つのタイプにわかれうる。福祉国家／企業国

家／軍事国家（関連図も含め19－8，191）。たえず

三つの性格のどれかを追うという循環をしている。

共通していえることは、現代では民間経済独自の

発展は困難となり、国家という支柱が必要になっ

たといえよう。そして、国家の巨大化が必然化し、

生産と生活の全局面に公共経済が関与する時代に

なっているといえよう。まさに現代はリヴァイヤ

サンの時代といってよい（19－9）。

　4．市民権と社会権　　前回のレポートの内容

を一層整理する。

　5．市民権、社会権としてのスポーツ

　6．80年代以降の対立　　publ　ic，voluntary，

commercialの関連
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